
第 27 回 定 時 株 主 総 会
その他の電子提供措置事項
（交 付 書 面 省 略 事 項）

事業報告のうち「会社の新株予約権等に関する事
項」、「会計監査人の状況」及び「会社の体制及び方
針」
連結持分変動計算書
連結注記表（連結計算書類の注記）
株主資本等変動計算書
個別注記表（計算書類の注記）

（2024年４月１日から
2025年３月31日まで）

株式会社ディー・エヌ・エー
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事業報告のうち「会社の新株予約権等に関する事項」
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

発行決議日 保 有 者 数 新株予約権の数
新株予約権の
目的である
株式の種類

新株予約権の
目的である
株 式 の 数

新株予約権
の発行価額

新株予約権の
行使に際して
出資される
財産の価額

新 株 予 約 権 の
行 使 期 間

第 ３ 回
新 株 予 約 権 2010年６月26日 取締役 1名 10,000個 普通株式 10,000株 １個当たり

2,006円 １株当たり１円 2010年７月21日〜
2040年７月20日

第 10 回
新 株 予 約 権 2011年６月３日 取締役 1名 8,640個 普通株式 8,640株 １個当たり

2,777円 １株当たり１円 2011年６月21日〜
2041年６月20日

第 14 回
新 株 予 約 権 2015年５月26日 取締役 1名 6,996個 普通株式 6,996株 １個当たり

2,144円 １株当たり１円 2015年６月11日〜
2045年６月10日

第 15 回
新 株 予 約 権 2016年５月25日 取締役 1名 4,212個 普通株式 4,212株 １個当たり

2,089円 １株当たり１円 2016年６月10日〜
2046年６月９日

第 17 回
新 株 予 約 権 2018年５月24日 取締役 1名 13,567個 普通株式 13,567株 １個当たり

1,703円 １株当たり１円 2018年６月16日〜
2048年６月15日

第 18 回
新 株 予 約 権 2018年５月24日 取締役 3名 348個 普通株式 34,800株 無償 １ 個 当 た り

224,500円
2020年６月15日〜
2025年６月14日

第 19 回
新 株 予 約 権 2019年５月10日 取締役 3名 405個 普通株式 40,500株 無償 1 個 当 た り

218,300円
2021年５月27日〜
2026年５月26日

第 20 回
新 株 予 約 権 2020年５月21日 取締役 2名 164個 普通株式 16,400株 無償 1 個 当 た り

149,700円
2022年６月５日〜
2027年６月４日

第 21 回
新 株 予 約 権 2021年５月21日 取締役 2名 22,281個 普通株式 22,281株 １個当たり

1,747円 １株当たり１円 2021年６月22日〜
2051年６月21日

第 23 回
新 株 予 約 権 2022年５月10日 取締役 4名 26,688個 普通株式 26,688株 １個当たり

1,479円 １株当たり１円 2022年５月26日〜
2052年５月25日

第 25 回
新 株 予 約 権 2023年５月10日 取締役 4名 13,712個 普通株式 13,712株 １個当たり

1,542円 １株当たり１円 2023年６月１日〜
2053年５月31日

新株予約権の
主な行使条件

(1) 第18回、第19回及び第20回新株予約権以外
①新株予約権者は、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使すること
ができるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権に係る権利を承継した相続人が新株予約権を行使できるものとする。

(2) 第18回、第19回及び第20回新株予約権
①新株予約権者は、各発行事業年度末日時点においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員
であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではな
い。

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなる
ときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

④各新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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（注）1. 上記の新株予約権（第18回、第19回及び第20回新株予約権を除く）の発行価額に基づく債務は当社
に対する報酬債権と相殺され、金銭の払込はありません。

2. 第18回、第19回及び第20回の新株予約権は、保有者が取締役就任前に交付されたものです。
3. 表中の「取締役」には、社外取締役は含みません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の状況

発行決議日 交 付 者 数 新株予約権の数
新株予約権の
目的である
株式の種類

新株予約権の
目的である
株 式 の 数

新株予約権
の発行価額

新株予約権の
行使に際して
出資される
財産の価額

新株予約権の
行 使 期 間

第 27 回
新 株 予 約 権 2024年５月21日 当社従業員

12名 940個 普通株式 94,000株 無償 １個当たり
162,900円

2026年６月10日〜
2031年６月９日

新株予約権の
主な行使条件

①新株予約権者は、2025年３月31日時点においても、当社または当社関係会社の取締役、監査
役または従業員であることを要する。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が
認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
③新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超
過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
④各新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(注）当該新株予約権が付与された当社従業員のうち、当事業年度末までに１名が退職したことに伴い、新株
予約権85個（目的である株式の種類および数 普通株式8,500株）が失効しております。

2025年05月22日 13時57分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 3 ―

事業報告のうち「会計監査人の状況」

（1）会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額 94百万円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 152百万円
（注）1．監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検

討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、①の金額についてはこれら
の合計額をそのまま記載しております。

3．当社の一部の重要な子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士の監査を受けて
おります。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が法定の解任事由に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の

同意により解任いたします。
また、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、必要があ

ると判断される場合、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会
に提案いたします。

事業報告のうち「会社の体制及び方針」
（1）業務の適正を確保するための体制及びその運用状況
① 業務の適正を確保するための体制
当事業年度における当社の内部統制システムに関する基本方針は、以下のとおりです。

１．当社及び子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
・当社及び子会社（以下「当社グループ」という。）は、ミッション（企業使命）「一人ひ
とりに 想像を超えるDelightを」及びビジョン（事業展望）を掲げ、これに基づき、当
社グループの取締役及び従業員は、当社グループの事業を推進する。

・当社グループの取締役及び従業員は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の職務にお
いて、グループ行動規範、「DeNA Promise」及び「DeNA Quality」を実践するとと
もに、法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践する。また、本部長、部長等の各
組織の長は各組織単位で、これらの実践を徹底できる組織運営をする。

・当社は、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理を統括する部門（以下「コン
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プライアンス・リスク管理部門」という。）を置く。コンプライアンス・リスク管理部門
は、従業員個々人のまたは組織としての行動が法令を遵守し、社会倫理に適合したもの
となるよう、従業員に対し法令・社内ルール等を周知するためのガイドライン・マニュ
アルの作成、コンプライアンス研修等の教育等を内容とする当社グループにおけるコン
プライアンスプログラムを構築・運用する。コンプライアンス・リスク管理部門長は、
その活動状況について定期的に代表取締役及び取締役会に報告する。

・内部監査部門は、当社グループに対する内部監査を実施し、その活動状況について定期
的に代表取締役及び取締役会に報告する。

・内部通報制度は、当社グループの取締役及び従業員の他、退職者並びに取引先従業員等
を対象とするものとする。また、当該対象者に適切に認知され利用されるようその意義
を適切に発信し、社内窓口のみならず監査役または社外の弁護士その他の専門家等経営
陣から独立性を有する通報窓口を設置する。また、通報に係る秘密に十分配慮し、安心
して相談・通報ができる制度とする。

・管理担当部門は、当社の取引先の審査・管理を行い、社会の秩序や企業の健全な活動に
脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する体制を構築
する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理担当部門を責任
部署とし、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。

・責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程そ
の他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存・管理する。その保存媒体に
応じて安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査役からの閲覧要請に速やか
に対応する。

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・本部長、部長等の各組織の長は各組織単位で、担当する事業及び業務上のリスクを分
析・評価し、これを管理する。

・コンプライアンス・リスク管理部門は、以下を実施する。
‐当社グループにおけるリスクマネジメント・フロー（リスクの把握、管理、モニタリン
グに係る一連のフロー）を統括し、各部門におけるリスクマネジメントをサポートする。

‐管理担当部門、内部監査部門及び各種リスク管理関連委員会と連携し、当社グループの
事業上及び経営上のリスクを網羅的に把握し、リスクの分析・評価及びその対策をまと
め、継続してリスク情報を一元的に管理し、モニタリングする。当該管理・モニタリン
グの状況については、取締役会、監査役及び経営会議に定期的に報告するほか、当社の
取締役会及び経営会議並びに必要に応じて子会社における取締役会の審議・決議事項に
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ついてコンプライアンス・リスク管理部門としての意見を付すものとする。
‐カスタマー・サービス部門、広報部門、内部通報制度を運用する内部監査部門等と連携
し、リスクにつながる一次情報を把握する。

‐不測の事態が発生した場合は、危機管理対応フローに則り、迅速かつ的確に報告・連絡
及び対応を行う。

・コンプライアンス・リスク管理部門の責任者は、代表取締役及び執行役員の業務執行判
断におけるリスク情報の認識・解釈に疑義があるときは、その判断で当社の経営会議、
取締役会または必要に応じて子会社における取締役会に対して直接疑義を表明すること
ができる。

・コンプライアンス・リスク管理部門の責任者は、取締役会決議により選任または解任さ
れる。

・個人情報を含む情報資産の保護・管理及び法令等への対応の決定等については、当社グ
ループの事業運営上重要度が高いため、社長を委員長とする委員会の専管事項とし、当
該委員会の基本方針に基づき、コンプライアンス・リスク管理部門と連携し、情報セキ
ュリティ部門において運用する。

・コンプライアンス・リスク管理部門及び内部監査部門は、内部監査、内部通報その他方
法の如何を問わず、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに当社グループに著
しい損害を及ぼす恐れのある情報を把握した場合は、速やかに当社取締役（利害関係が
生じる可能性がある取締役は除く）及び監査役に報告する。

４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、業務執行に係る権限の委譲を進め、職務執行のさらなる効率化を図るため、取
締役会及び代表取締役の委任に基づき各事業・機能領域ごとに業務を執行する責任者を
置く。

・代表取締役は、各責任者による業務執行を統括し、監督する。
・取締役会は、業務執行に関する監督の観点から、取締役会決議事項の見直し、適切な権
限委譲を図る。

・管理担当部門は、各子会社を担当する部門の責任者または当社より派遣した取締役及び
監査役と連携して、子会社における業務執行が各社ごとに定める取締役会規程その他規
程に基づき効率的に行われるようサポートするとともに、モニタリングを行う。

・当社グループ各社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、当社グループ
各社の取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、
適時適切に見直しを行う。

・当社グループ各社の業績管理に関しては、年度毎に予算・事業計画を策定し、その達成
に向けて、月次で予算管理を行うほか、主要な営業係数については日次、週次で進捗管
理を行うものとし、必要な経営管理情報については適時適切に取締役会に報告する。
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５．その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社は、主要な子会社には取締役または監査役を派遣し、子会社の取締役の職務執行の
監視・監督及び監査を行うとともに当該派遣した者から子会社における業務執行に係る
事項の報告を受ける。

・子会社の事業運営については当該子会社の事業領域を担当する責任者が、子会社の経営
管理については管理担当部門が、子会社管理規程に基づき子会社より定期的な報告を受
けるとともに重要事項についての事前協議を行う。

・内部監査部門は、当社の子会社管理状況及び子会社の業務活動について内部監査を実施
し、当社グループの内部統制の有効性を検証する。

６．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関
する事項
・監査役の職務を補助する部門（以下「監査役室」という。）を設置し、常時専任の従業員
を置くほか、監査役の求めに応じて適宜、監査を補助する従業員等を配置する。

７．前号の従業員の取締役からの独立性及び監査役の当該従業員に対する指示の実効性に関
する事項
・監査役室の従業員は、監査役の要請に応じて遂行する業務に関して、取締役、執行役員
及び上長の指揮命令を受けない。また、当該従業員の任命、人事異動及び人事評価には、
常勤監査役の同意を必要とする。

８．当社グループの取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制
・監査役室は、監査役が、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、決
裁書類及び関係資料を閲覧し、効率的に職務を遂行するための環境を整備する。

・業務執行を担当する取締役及び執行役員は、取締役会及び経営会議等の重要な会議にお
いて、その担当する業務の執行状況を報告する。

・コンプライアンス・リスク管理部門及び内部監査部門は、その活動状況について代表取
締役及び取締役会へ報告するとともに監査役へも報告する。

・当社グループの取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為並びに
当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に
報告する。また、監査役は、いつでも必要に応じて当社グループの取締役及び従業員に
対し報告を求めることができる。

・当社グループは、監査役へ報告を行った者に対して、かかる報告を行ったことを理由と
して、不利益な取り扱いを行わないことを確保する体制を整備する。
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９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役室を中心に、監査役と会計監査人との意見及び情報の交換に関するミーティング
の他、監査役からの求めに応じ、社外取締役との連絡会、業務執行取締役との定期的な
ミーティングの確保等、監査が実効的に行われる体制を整備する。

・監査役は、監査の実施に当たり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士
その他の外部専門家を自らの判断で起用することができる。

・監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、監査役の職務
の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに費用の支払いを行う。

10．財務報告の信頼性を確保するための体制
・代表取締役は、経営企画部門長を財務報告に係る内部統制の構築の統括者、内部監査部
門長を財務報告に係る内部統制の評価の統括者とし、本基本方針及び別途定める「財務
報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を
行う。

・取締役会は、代表取締役が構築する財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおり

であります。

（一）法令等の遵守に関する体制の運用状況
・当社グループは、一人ひとりのお客様に想像を超える驚きや喜びを感じていただけるよ
う、そして一人ひとりが自分らしく輝ける世界の実現に向けて、Delightの提供に真っす
ぐに向かう意味を込め「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」をミッション（企業使
命）として掲げております。

・当社グループは、全役職員が日常の職務において法令を遵守するとともに社会倫理に適
合した行動を実践し、よって当社グループのミッションを実現するために、グループ行
動規範、「DeNA Promise」及び「DeNA Quality」を定めております。経営陣から役
職員に対するメッセージの発信、役職員向けの定期研修及びアンケートの実施等を通じ、
それらの周知徹底を図っております。

・コンプライアンス・リスク管理部門及び法務部門は共同で、具体事例に即したグループ
行動規範の解説並びにリスクマネジメント体制及び内部通報制度の紹介等を内容とする
全従業員向け冊子「コンプライアンス・ハンドブック」を作成しており、代表取締役の
名において全従業員に対して周知しております。

・コンプライアンス・リスク管理部門は、従業員個々人または組織としての行動が、法令
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を遵守し社会倫理に適合したものとなるよう、毎月、全役職員を対象にコンプライアン
ス研修を実施しております。コンプライアンス・リスク管理部門は、社会情勢・環境の
変化や当社グループの状況に応じて事業年度毎に法務部門と共同で研修内容の見直しを
行っているほか、受講率や研修結果を把握・分析し、研修内容が全役職員に浸透するよ
う努めております。

・各組織は、コンプライアンス・リスク管理部門と連携し、コンプライアンス意識向上の
ための施策を行い、各組織を管掌する責任者は、事業及び業務上のリスクの内容並びに
その対応策について定期的に経営会議で共有しております。これにより、リスクについ
ての認識の共通化と、当社グループ全体のコンプライアンス意識向上を図っております。

・コンプライアンス・リスク管理部門は、法務部門と共同で、コンプライアンスに関連す
る課題を洗い出し、当社グループにおいて対応することが望ましい各種規程、ガイドラ
イン、マニュアル、その他ルールの策定及び見直しを進めております。

・コンプライアンス・リスク管理部門長は、取締役会決議により選任され、その活動状況
について定期的に代表取締役及び取締役会に報告しております。

・内部監査部門は、当社グループを対象に、年次で重点監査項目を定め、実地の監査を含
む内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役及び取締役会に対し報告してお
ります。

・当社グループは、内部通報制度を、退職者及び取引先従業員等も対象とする制度として
運用しております。また、社内窓口に加え、経営陣から独立性を有する常勤監査役また
は社外の弁護士も窓口としております。グループ行動規範及び社内規程において、通報
者の秘匿性の確保及び通報者に対する不利益取り扱いの禁止を定めております。なお、
各内部通報窓口に通報があった場合、内部通報制度を運用する内部監査部門が必要に応
じて調査を実施することとしているほか、内部監査部門は、内部通報の概要を取締役、
監査役、取締役会及びコンプライアンス・リスク管理部門長に報告することとしており
ます。なお、ハラスメントに関する相談については、人事部門のハラスメント相談窓口
でも受け付けるものとしています。当事業年度においては、当社グループ全体で、内部
通報制度やハラスメント相談窓口を通じて40件の相談・通報が寄せられました。主な内
容はハラスメントや社内規程に関するものでした。

・当社グループは、反社会的勢力との関係排除を徹底するため、管理担当部門による取引
開始時及び年次の取引先チェックを実施しております。

（二）損失の危険の管理に関する体制の運用状況
・当社グループの各組織は、組織単位ごとにリスクマネジャーを任命し、コンプライアン
ス・リスク管理部門と連携して事業及び業務上のリスクを洗い出し、分析・評価（分
類・定量化）の上、その対策をまとめ管理を行うとともに、当該分析・評価に基づいて
注視すべきリスクと判断したものについては、特に社内での認識の共通化を図っており
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ます。また、リスクのモニタリングを踏まえて定期的なリスクの分析・評価結果の見直
しや管理方針の見直しを行っており、事業動向に合わせたリスクマネジメントを図って
おります。

・コンプライアンス・リスク管理部門は、当社グループの各組織と連携し、各組織におけ
る自律的なリスク管理を促すとともに、各組織において洗い出し及び分析・評価された
リスク並びにその対策に係る情報の網羅的把握及び一元管理を促進し、モニタリングし
ております。また、内部通報制度を運用する内部監査部門、カスタマー・サービス部門、
広報部門等と常時連携して情報を把握する等、リスクにつながる一次情報の把握に努め
ております。

・コンプライアンス・リスク管理部門は、当社グループにおけるリスクの管理及びモニタ
リングの状況や、リスク低減のための取組みの内容等を定期的に取締役会に報告してお
ります。また、当社における事業環境を取り巻く外部環境の変化に関する、当社グルー
プのリスクにつながる情報を随時捕捉し、事業関係者に共有しております。

・当社グループは、不測の事態が発生した場合において適時の情報共有と迅速な対応を可
能とすることを図り、危機管理対応フローを随時見直し、研修等を通じこれを周知して
おります。また、コンプライアンス・リスク管理部門は、各組織と連携して危機管理対
応フローを運用しております。

・コンプライアンス・リスク管理部門は、各組織と連携して、事業継続計画の見直しを行
い、不測の事態が発生した場合における対応フローを構築しております。

・当社は、「情報セキュリティ管理委員会」及び「個人情報管理委員会」を定期的にまたは
必要に応じて開催し、当該委員会において、当社グループにおける情報資産の保護・管
理及び法令等への対応に関する実務方針を定めるとともに、当社グループの情報セキュ
リティ及び個人情報保護に関する具体的な施策の決定及び進捗状況の確認・監督を行っ
ております。

（三）取締役の職務執行に関する体制の運用状況
・当社グループは、各社における取締役会の議事録その他取締役の職務執行に関する書面
及び電磁的記録を適切に作成し、保存及び管理しております。

・当社は、事業領域または機能領域ごとに業務を執行する責任者を置き、代表取締役がこ
れを統括・監督するとともに、取締役会における議題の選定及び議論の軽重の見直しを、
取締役会実効性評価も踏まえ随時実施するとともに、業務執行状況の情報提供を充実さ
せること等により、取締役会における議論の効率化及び取締役の職務執行の効率化を図
っております。

・当社における業務執行に関する意思決定は、取締役会のほか、権限に応じて、経営陣幹
部等で構成される経営会議及び各組織の長にて行っております。経営会議は原則として
週次で開催する等、機動的な運営をしております。
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・当社グループは、各社において、当社管理担当部門のサポートを得て、各社における取
締役会その他の意思決定機関及び業務執行者の権限を定める規程類を随時見直し、取締
役の職務執行の効率化に努めております。

・当社グループ各社の業績については、月次の予算管理及び重要指標の日次、週次の管理
を行い、主要な経営管理情報については、毎月、取締役会にて報告を行っております。

（四）当社グループの業務の適正を確保する体制の運用状況
・子会社の管理方針及び子会社管理規程については、当社取締役会及び経営会議において
随時見直しを行っております。また、当該管理方針等の実効性を高めるため、当該管理
方針等を分かりやすく記述したガイドラインを作成し、各子会社において採択させ、運
用しております。

・当社は、主要な子会社に対し、取締役、監査役及び管理担当部門の責任者を派遣し、取
締役会及び日常の管理業務等を通じて、子会社の取締役の職務執行の監督及び監査を行
うとともに、当該派遣した者から子会社における業務執行に係る事項の報告を受けてお
ります。

・当社においては、子会社の事業領域を担当する責任者が、当該子会社の事業を統括する
とともに、管理担当部門が、子会社管理規程に基づき、経営管理情報について子会社か
ら報告を受け、重要事項について子会社との事前協議を行っております。

・内部監査部門は、当社グループ全体を対象とした実地の監査を含む内部監査を実施して
おります。

（五）監査役の職務執行に関する体制の運用状況
・監査役室には、業務執行からの独立性の高い専任の従業員が属し、当該従業員が、監査
役と当社グループ役職員とのミーティングの機会の確保や関係資料の収集等を通じ、監
査役の業務財産調査権の円滑な行使を支援する等、監査を補助しております。

・監査役は、当社の取締役会に出席し、取締役及び各事業・機能領域ごとに業務を執行す
る責任者から業務の執行状況の報告を受け、取締役の職務執行を監査しております。ま
た、常勤監査役は、当社の経営会議その他の重要な会議体に出席し、業務執行の監査を
行うとともに、監査役会その他の機会において、他の監査役にその内容を共有しており
ます。

・監査役は、当社及び主要な子会社の取締役及び監査役からの職務執行状況の聴取や当社
グループ従業員との面談による情報収集を実施しているほか、コンプライアンス・リス
ク管理部門及び内部監査部門から、その活動状況について定期的に報告を受けておりま
す。

・監査役は、会計監査人と定期的に意見及び情報交換のミーティングを実施するとともに、
社外取締役との連絡会を開催し、情報の共有及び意見交換を実施しております。
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（六）財務報告の信頼性を確保するための体制の運用状況
・当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用をより実効性の高いものとするため、
「財務報告に係る内部統制の基本方針」及び関連ガイドラインを随時改定しております。
また、財務報告に係る内部統制に関する評価範囲等につきましては、当該基本方針等に
基づき継続的に見直しを行ってまいります。

（2）会社の支配に関する基本方針
当社の「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」は以下の

とおりであります。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、インターネットサービスを
はじめとする当社グループの事業の全体に係る幅広い知識と豊富な経験を有し、また当社
を支える株主、従業員、ユーザ、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの信頼
関係を十分に理解した上で、企業価値及び株主共同の利益を中長期的に最大化できる者が
望ましいと考えております。
上場会社である当社の株主は、当社株式の自由な取引を通じて決定されるものである以

上、特定の買付者等による買付等に応じるか否かについても、最終的には株主の判断に委
ねられるべきものです。しかしながら、株式の大量買付等の中には、企業価値及び株主共
同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買
付等の行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分
な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益に必ずしも資
さないと評価されるべきものもあります。
当社は、このような大量買付等を行う買付者等は、例外的に当社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者として不適切であると判断し、法令及び定款によって許容される限度
において、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資する相当の措置
を講じてまいります。
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連結持分変動計算書
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

2024 年 ４ 月 １ 日 残 高 10,397 15,750 162,578 △20,757
当期利益又は当期損失（△） − − 24,193 −
そ の 他 の 包 括 利 益 − − − −

当 期 包 括 利 益 合 計 − − 24,193 −
所有者への分配として認識した配当 − − △2,227 −
自己株式取引による増加(減少） − 6 − 104
株式報酬取引による増加(減少） − 191 − −
非支配持分の取得及び処分等 − △79 − −
子会社の支配喪失に伴う変動 − − − −
振替及びその他の変動による増加（減少） − △1,072 − −

2025 年 ３ 月 31 日 残 高 10,397 14,796 184,544 △20,653

その他の資本の構
成要素

親会社の所有者に
帰属する持分合計 非支配持分 資本合計

2024 年 ４ 月 １ 日 残 高 41,237 209,204 10,821 220,025
当期利益又は当期損失（△） − 24,193 △1,227 22,966
そ の 他 の 包 括 利 益 11,532 11,532 23 11,555

当 期 包 括 利 益 合 計 11,532 35,724 △1,204 34,520
所有者への分配として認識した配当 − △2,227 △146 △2,373
自己株式取引による増加(減少） △31 79 − 79
株式報酬取引による増加(減少） 42 233 − 233
非支配持分の取得及び処分等 − △79 103 23
子会社の支配喪失に伴う変動 − − △23 △23
振替及びその他の変動による増加（減少） △129 △1,201 1,591 391

2025 年 ３ 月 31 日 残 高 52,651 241,734 11,142 252,875
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１ 連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下「IFRS」という。）に
準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の
一部を省略しております。

２ 連結の範囲に関する事項
連結子会社 48社
会社名：株式会社モバオク

株式会社横浜DeNAベイスターズ
DeSCヘルスケア株式会社
株式会社DeNA Games Tokyo
株式会社横浜スタジアム
株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース
株式会社集英社DeNAプロジェクツ
株式会社IRIAM
日本テクトシステムズ株式会社
株式会社データホライゾン
株式会社アルム
WAPTX LTD.
DeNA Seoul Co., Ltd.
他35社

３ 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社及び共同支配企業 38社
会社名：株式会社Cygames

SHOWROOM株式会社
株式会社PFDeNA
株式会社DeNA SOMPO Mobility
GO株式会社
株式会社マンガボックス
ニンテンドーシステムズ株式会社
他31社
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４ 会計方針に関する事項
（1）金融資産の評価基準及び評価方法

当社グループは、売掛金及びその他の短期債権を、これらの発生日に当初認識しております。その他の
全ての金融資産は、当社グループが当該金融商品の契約当事者となった取引日に当初認識しております。
金融資産の分類及び測定モデルの概要は以下のとおりであります。

① 償却原価で測定する金融資産
金融資産は、以下の要件を満たす場合に償却原価で事後測定しております。

・当社グループの事業モデルにおいて、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローを回収することを目
的として保有している場合
・契約条件が、特定された日に元本及び元本残高にかかる利息の支払いのみによるキャッシュ・フローを
生じさせる場合
償却原価で測定する金融資産は、公正価値に、取得に直接帰属する取引費用を加算した金額で当初認識

しております。当初認識後、償却原価で測定する金融資産の帳簿価額については実効金利法を用いて算定
し、必要な場合には減損損失累計額を控除しております。

② 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資本性金融商品に対する投資を除く金融資産で上記の償却原価で測定する区分の要件を満たさないもの

は、公正価値で測定し、その変動を純損益で認識しております。
資本性金融商品に対する投資は公正価値で測定し、その変動を純損益で認識しております。ただし、当

社グループが当初認識時に公正価値の変動をその他の包括利益に計上するという選択（撤回不能）を行う
場合は、この限りではありません。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値で認識し、取引費用は発生時に

純損益で認識しております。

③ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
当社グループは当初認識時に、資本性金融商品に対する投資における公正価値の変動をその他の包括利

益で認識するという選択（撤回不能）を行う場合があります。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、公正価値に、取得に直接帰属する取引費用

を加算した金額で当初認識しております。当初認識後は公正価値で測定し、公正価値の変動は「その他の
包括利益」として、その他の資本の構成要素に計上しております。
資本性金融商品の認識を中止した場合、その他の資本の構成要素の残高は直接利益剰余金に振り替え、

純損益で認識しておりません。
なお、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産からの配当金については、「金融収益」

として純損益で認識しております。
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④ 金融資産の減損
償却原価で測定する金融商品の予想信用損失について、損失評価引当金を計上しています。損失評価引

当金の認識にあたっては、報告期間の末日ごとに償却原価で測定する金融資産又は金融資産グループに当
初認識時点からの信用リスクの著しい増加があるかを検討し予想信用損失を認識しております。期末時点
で、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増加していない場合には、報告日後12ヶ月以内の
生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失（12ヶ月の予想信用損失）を認識しております。一方、
期末時点で、金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増加している場合には、当該金融商品
の予想存続期間にわたる全ての生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失（全期間の予想信用損
失）を認識しております。ただし、営業債権及びその他の債権については、簡便的に過去の信用損失等に
基づいて全期間の予想信用損失を認識しております。
予想信用損失の金額は、当社グループに支払われるべき契約上のキャッシュ・フローの総額と、当社グ

ループが受け取ると見積る将来キャッシュ・フローとの差額の現在価値として測定し、損益として認識し
ています。
なお、債務者の財務状況の著しい悪化、債務者による支払不履行又は延滞等の契約違反等、金融資産が

信用減損している客観的な証拠がある場合、損失評価引当金を控除後の帳簿価額の純額に対して、実効金
利法を適用し利息収益を測定しています。
また、金融資産の全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合は、当該金額を金

融資産の帳簿価額から直接減額しています。

⑤ 金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、また

は当該金融資産の所有にかかるリスク及び便益を実質的に全て移転する取引において金融資産から生じる
キャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合に、当該金融資産の認識を中止しておりま
す。移転した金融資産に関して当社グループが創出した、または当社グループが引き続き保有する持分に
ついては、別個の資産・負債として認識しております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却又は償却の方法
① 有形固定資産
有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価

額で計上しております。
減価償却については、有形固定資産の各構成要素の見積耐用年数にわたり、定額法に基づいておりま

す。
主要な有形固定資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物及び構築物 ：３年〜47年
・工具、器具及び備品 ：２年〜15年
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② 無形資産
無形資産で耐用年数を確定できるものについては、取得価額から償却累計額及び減損損失累計額を控除

して測定しております。耐用年数を確定できない無形資産については償却せず、取得価額から減損損失累
計額を控除して測定しております。
償却については、当該資産が使用可能な状態になった日から見積耐用年数にわたり、定額法によって償

却しています。
主要な無形資産であるソフトウェアの見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ウェブを利用したサービス提供に係るもの ：２年
・その他 ：３年〜５年

（3）リース
借手としてのリース取引について、リース開始日に、リース負債を未払リース料総額の現在価値で、使

用権資産をリース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調整し、リース契約に基づき要
求される原状回復義務等のコストを加えた額で測定しております。
使用権資産は、リース期間にわたり定額法により費用として認識しております。リース料は、利息法に

基づき、金融費用とリース負債の返済額とに配分しております。金融費用は連結損益計算書上、使用権資
産に係る減価償却費と区分して表示しております。ただし、リース期間が12カ月以内の短期リース及び原
資産が少額のリースについては、使用権資産及びリース負債を認識せず、当該リースに関連したリース料
を、リース期間にわたり定額法又は他の規則的な基礎のいずれかにより費用として認識しております。
貸手としてのリース取引で重要なものはありません。

（4）のれん
当初認識時におけるのれんの測定については、移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額、及び

取得企業が以前に所有していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計金額が、取得日における識別可能
資産及び負債の正味価額を上回る場合にその超過額として測定しております。負ののれんは直ちに純損益
として認識しております。被取得企業の識別可能な資産、負債及び偶発負債は、一部の例外を除いて、取
得日の公正価値で測定しております。
その後は、取得価額から減損損失累計額を控除して測定しております。

（5）資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、四半期ごとに減損の兆候の

有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積もっておりま
す。のれん及び耐用年数を確定できない、又は未だ使用可能ではない無形資産については、少なくとも年
１回、原則として毎期同時期に減損テストを行っております。
資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価値のうち、いずれか高い

金額としております。資金生成単位については、継続的に使用することにより他の資産又は資産グループ
のキャッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資産グループと
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しております。
全社資産は独立したキャッシュ・インフローを生み出していないため、全社資産に減損の兆候がある場

合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を算定して判断しております。
減損損失については、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合には純損益で認

識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿
価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額するように
配分されております。
過去に認識したその他の資産の減損損失については、四半期ごとに損失の減少又は消滅を示す兆候の有

無を判断しております。減損の戻し入れの兆候があり、回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した
場合は、減損損失を戻し入れております。減損損失については、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価
額から必要な減価償却費又は償却費を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻し入れており
ます。なお、のれんに関連する減損損失は戻し入れておりません。

（6）重要な引当金の計上基準
当社グループが過去の事象の結果として現在の法的または推定的債務を有しており、当該債務を決済す

るために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある
見積りができる場合に、引当金を認識しております。
引当金は、現時点の貨幣の時間価値の市場評価と当該債務に特有なリスクを反映した税引前の割引率を

用いて、債務の決済に必要とされると見込まれる支出の現在価値として測定しております。時の経過によ
る引当金の増加は金融費用として認識しております。
資産除去債務については、賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績及び

事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間等を基礎として、各物件の状況を
個別具体的に勘案して見積り、認識及び測定しております。

（7）従業員給付
① 退職給付
当社グループは、主として確定拠出制度によっておりますが、この他に確定給付制度として選択制確定

給付企業年金を採用しております。
確定拠出制度は、雇用主が一定の掛金を公的又は私的管理の年金保険制度に拠出し、その拠出額以上の

支払について法的又は推定的債務を負わない退職後給付制度であります。確定拠出制度の退職給付に係る
費用は、拠出時に費用として認識しております。
確定給付制度は、複数事業主制度による企業年金基金に加入しております。確定給付制度の退職給付に

係る費用は、複数事業主制度への拠出時に費用として認識しております。

② 短期従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として計上

しております。なお、賞与については、それらを支払うべき現在の法的又は推定的債務を負っており、か
つその金額を信頼性をもって見積ることができる場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られ
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る額を負債として認識しております。

（8）収益
当社グループは、５つのステップから構成される収益認識モデルを、他の基準で定めのあるものを除

き、取引形態や業種に関係なく、全ての顧客との契約から生じる収益に適用しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：履行義務が充足されたときに（又は充足するにつれて）収益を認識する

収益の主要な区分におけるそれぞれの収益認識基準等は以下のとおりであります。

① ゲーム事業におけるアイテム等の販売に係る売上収益
(a) ユーザに対する役務提供に係る売上収益
当社グループは、スマートフォン・携帯電話向けのゲーム配信プラットフォームや、スマートフォン向

けアプリマーケット等を通じて、モバイルゲームを配信しております。多くの場合、ユーザに対し、ゲー
ムは無料で提供し、ゲーム内で使用するアイテム等を有料で提供しております。当該サービスにおいて
は、顧客であるユーザが当該アイテム等を用いてゲームを行い、当社グループがアイテムごとに定められ
た内容の役務の提供を行うことで履行義務が充足されるものと判断しております。そのため、顧客による
アイテム等の利用期間を見積り、当該見積利用期間にわたって売上収益を認識しております。
顧客によるアイテム等の利用期間は、顧客がアイテム等を購入してから次にアイテム等を購入するまで

の期間に亘って当初購入したアイテム等を利用していると仮定して見積っております。なお、取引の対価
は履行義務の充足開始時点であるアイテム等の利用開始時点から概ね２ヶ月以内に支払いを受けており、
対価の額に重要な金融要素は含まれておりません。

(b) プラットフォーム利用企業に対する役務提供に係る売上収益
当社グループでは、他社との協業によるゲームや開発パートナー企業によるゲームを当社グループが運

営するゲーム配信プラットフォームである「Mobage（モバゲー）」を通じて配信しております。当該サ
ービスにおいては、顧客である協業企業または開発パートナー企業に当社グループが「Mobage（モバゲ
ー）」を一定の期間にわたり利用させることで履行義務が充足されるものと判断しております。また、当
社グループが受け取る取引の対価は、ユーザによる課金の金額により変動します。変動対価の見積りは、
認識した収益累計額に重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲に制限されます。そのため、ゲー
ムごとの顧客による「Mobage（モバゲー）」の利用期間のうち、ユーザによる課金が行われ、かつ取引
の対価を信頼性をもって測定でき、不確実性が解消される時点に売上収益を認識しております。なお、取
引の対価は履行義務を充足し、当社の受取り対価が確定した時点から概ね２ヶ月以内に支払いを受けてお
り、対価の額に重要な金融要素は含まれておりません。
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(c) ゲームの共同開発・運営企業に対する役務提供に係る売上収益
当社グループでは、スマートフォン向けゲームアプリを他社と共同で開発・運営しております。当該サ

ービスにおいては、顧客である協業企業に対し、当社グループが開発・運営業務等の役務の提供を行うこ
とで履行義務が充足されるものと判断しております。開発・運営業務等の役務の提供は、重要な統合サー
ビスであり、独立してサービスを提供できず相互依存性・関連性が高いことから、別個の履行義務として
識別しておりません。また、当社グループが受け取る対価は、ユーザによる課金の金額により変動しま
す。変動対価の見積りは、認識した収益累計額に重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲に制限
されます。そのため、当社グループが顧客から受取る対価は、ユーザからの課金額に応じて算定され、当
社から顧客への請求額として確定した時点に売上収益を認識しております。なお、取引の対価は履行義務
を充足し、当社の受取り対価が確定した時点から概ね２ヶ月以内に支払いを受けており、対価の額に重要
な金融要素は含まれておりません。

② ライブストリーミング事業におけるアイテムの販売に係る売上収益
当社グループは、「Pococha（ポコチャ）」等のスマートフォン向けのライブ配信プラットフォームを提

供しております。当該サービスにおいては、ユーザに対しアプリ内で使用するアイテムを有料で提供して
おり、当社グループがアイテムごとに定められた内容の役務の提供を行うことで履行義務が充足されるも
のと判断しております。そのため、顧客であるユーザが当該アイテムを利用した時点で売上収益を認識し
ております。なお、取引の対価は履行義務の充足時点であるアイテムの利用から概ね２ヶ月以内に支払い
を受けており、対価の額に重要な金融要素は含まれておりません。

③ スポーツ事業におけるプロスポーツ興行に係る売上収益
(a) チケット販売に係る売上収益
当社グループは、「横浜DeNAベイスターズ」等のプロスポーツチームを運営し、主催試合に係るチケ

ット収入を売上収益として認識しております。当該サービスにおいては、顧客である入場者に当社グルー
プが主催試合を観戦させることで履行義務が充足されるものと判断しております。そのため、主催試合を
行った時点で売上収益を認識しております。なお、取引の対価は履行義務の充足時点から概ね２ヶ月以内
に支払いを受けており、対価の額に重要な金融要素は含まれておりません。

(b) 広告に係る売上収益
「横浜DeNAベイスターズ」等の選手ユニフォーム広告収入及び主催試合会場での看板広告収入を売上

収益として認識しております。当該サービスにおいては、顧客である広告主からの依頼に基づき、当社グ
ループがユニフォーム又は主催試合会場に広告主から依頼のあった広告を掲載することで履行義務が充足
されるものと判断しております。そのため、広告の掲載期間にわたって売上収益を認識しております。な
お、取引の対価は原則として履行義務の充足前に受領しており、対価の額に重要な金融要素は含まれてお
りません。

2025年05月22日 13時57分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 20 ―

(c) グッズ販売に係る売上収益
「横浜DeNAベイスターズ」等に関連したグッズ販売に係る収入を売上収益として認識しております。

当該物品販売においては、顧客であるグッズ購入者に当社グループが物品を引き渡した時点で履行義務が
充足されると判断しております。そのため、グッズ購入者に物品を引き渡した時点で売上収益を認識して
おります。なお、取引の対価は履行義務の充足時点から概ね２ヶ月以内に支払いを受けており、対価の額
に重要な金融要素は含まれておりません。

④ ヘルスケア・メディカル事業における売上収益
(a) ヘルスケア領域における売上収益
当社グループでは、データヘルス関連サービスとデータ利活用サービスの提供を行っております。
データヘルス関連サービスの主な内容は保険者向け情報サービスの提供であり、納品物がある場合は当

該納品物の納品完了により、データ分析・通知・保健指導等の業務提供の場合は当該業務の完了により履
行義務が充足されるものと判断しております。そのため、個々のサービスの提供が完了した時点で売上収
益を認識しております。
データ利活用サービスの主な内容は顧客へのデータ提供であり、顧客への提供データの納品完了により

履行義務が充足されるものと判断しております。そのため、当該提供データの納品完了時点で売上収益を
認識しております。
なお、それぞれのサービスにおける取引の対価はいずれも履行義務の充足前に受領しているか、もしく

は履行義務の充足時点から概ね２ヶ月以内に支払いを受けており、対価の額に重要な金融要素は含まれて
おりません。

(b) メディカル領域における売上収益
当社グループでは、「Join」等の医療DX関連サービスを提供しております。
「Join」は医療関係者間コミュニケーションアプリであり、顧客との契約期間にわたりサービスを提供

することで履行義務が充足されるものと判断しております。そのため、当該契約期間にわたって売上収益
を認識しております。また、システム初期導入等の成果物の納品を伴う場合には、当該成果物の納品完了
により履行義務が充足されるものと判断しております。そのため、当該成果物の納品完了時点で売上収益
を認識しております。なお、取引の対価は原則として履行義務の充足時点から概ね２ヶ月以内に支払いを
受けており、対価の額に重要な金融要素は含まれておりません。

（9）デリバティブ及びヘッジ会計の方法
当社グループは、ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブ取引についてヘッジ手段として指定し、キャ

ッシュ・フロー・ヘッジとして会計処理しております。これらのデリバティブは、契約が締結された時点
の公正価値で当初測定され、その後も公正価値で再測定しております。
当社グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ手段とヘッジ対象の関係並び

にヘッジを実施するに当たってのリスク管理目的及び戦略について、正式に指定及び文書化を行っており
ます。また、ヘッジ手段がヘッジ対象期間において関連するヘッジ対象の公正価値やキャッシュ・フロー
の変動に対して高度に相殺効果を有すると見込まれるかについて、ヘッジ開始時とともに、その後も継続
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的に評価を実施しております。
キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定され、かつその要件を満たすデリバティブの公正価値の変動の

有効部分はその他の包括利益で認識し、その他の資本の構成要素としてその他の包括利益累計額に累積し
ております。その他の包括利益累計額は、ヘッジ対象のキャッシュ・フローが損益に影響を与えるのと同
じ期間に、ヘッジ対象に関連する連結損益計算書の項目で純損益に振り替えております。デリバティブの
公正価値の変動のうち非有効部分は直ちに純損益で認識しております。

（10）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
① 外貨建取引
外貨建取引は、取引日における為替レートで当社グループ各社の機能通貨に換算しております。期末日

において再測定する外貨建資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に再換算しております。公正
価値で測定される外貨建の非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の測定日における為替レートで機能通
貨に再換算しております。
これら取引の決済から生じる外国為替差額並びに外貨建の貨幣性資産及び負債を期末日の為替レートで

換算することによって生じる為替差額は、純損益で認識しております。ただし、非貨幣性項目の利益また
は損失がその他の包括利益に計上される場合は、為替差額もその他の包括利益に計上しております。

② 在外営業活動体
在外営業活動体の資産及び負債（取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含む）については期

末日の為替レート、収益及び費用については、その期間の平均為替レートを用いて日本円に換算しており
ます。ただし、当該平均為替レートが取引日における為替レートの累積的影響の合理的な概算値といえな
い場合には、取引日の為替レートで換算しております。
在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差額は、その他の包括利益で認識しております。

在外営業活動体の持分全体の処分、及び支配または重要な影響力の喪失を伴う持分の一部処分につき、当
該換算差額は、処分損益の一部として純損益に振り替えております。
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２．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
連結計算書類の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に

影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っております。会計上の見積りの結果は、実際の結果とは
異なる場合があります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直
しによる影響は、その見積りを見直した連結会計年度と将来の連結会計年度において認識されます。翌連
結会計年度において資産や負債の帳簿価額に重要な修正を加えることにつながる重要なリスクを伴う見積
り及びその基礎となる仮定は以下のとおりであります。

（1）のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の回収可能価額
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

報告セグメント 資金生成単位 のれん 耐用年数を確定
できない無形資産

ライブストリーミング事業 株式会社IRIAM − 6,974

ス ポ ー ツ 事 業 プロ野球事業 5,883 −

ヘルスケア・メディカル事業 株式会社アルム 20,733 3,265

株式会社データホライゾン 3,744 −

合計 30,361 10,239
企業結合で生じたのれんは、取得日に企業結合から利益がもたらされる資金生成単位に配分しておりま

す。

② その他見積りの内容に関する理解に資する情報
(a)ライブストリーミング事業に含まれる株式会社IRIAM
株式会社IRIAMの回収可能価額は使用価値に基づき算定しております。使用価値は株式会社IRIAMから

生じる将来キャッシュ・フロー及び継続価値を現在価値に割り引いて算定しており、税引前の割引率は加
重平均資本コストを基礎として17.0％を用いております。株式会社IRIAMから生じる将来キャッシュ・フ
ローの計画は５年を限度としており、業界の将来の趨勢に関する経営者の評価と過去のデータから将来の
売上収益に係る利用者数等を見積り、外部情報及び内部情報に基づき作成しております。継続価値の算定
に使用する成長率（1.0％）は、日本経済の潜在成長率等を総合的に勘案して決定しております。当社は
市場もしくは国の長期平均成長率を超過する成長率は用いておりません。
なお、減損判定に用いた主要な仮定である将来事業計画における売上収益に係る利用者数及び将来事業

計画の期間経過後の成長率、並びに割引率が合理的に予測可能な範囲で変化したとしても、経営者は当該
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資金生成単位において、重要な減損が発生する可能性は低いと判断しております。

(b)スポーツ事業に含まれるプロ野球事業
プロ野球事業の回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値にて算定しております。公正価値はプロ野

球事業から生じる将来キャッシュ・フロー及び継続価値を現在価値に割り引いて算定しており、税引前の
割引率は加重平均資本コストを基礎として16.1％を用いております。プロ野球事業から生じる将来キャッ
シュ・フローの計画は５年を限度としており、業界の将来の趨勢に関する経営者の評価と過去のデータか
ら将来の売上収益等を見積り、外部情報及び内部情報に基づき作成しております。
減損判定に用いた主要な仮定であるチケット販売に係る売上収益が合理的に予測可能な範囲で変化した

としても、経営者は当該資金生成単位において、重要な減損が発生する可能性は低いと判断しておりま
す。

(c)ヘルスケア・メディカル事業に含まれる株式会社アルム
株式会社アルムの回収可能価額は使用価値に基づき算定しております。使用価値は株式会社アルムから

生じる将来キャッシュ・フロー及び継続価値を現在価値に割り引いて算定しており、税引前の割引率は加
重平均資本コストを基礎として12.4％を用いております。株式会社アルムから生じる将来キャッシュ・フ
ローの計画は５年を限度としており、業界の将来の趨勢に関する経営者の評価と過去のデータから将来の
売上収益を見積り、外部情報及び内部情報に基づき作成しております。継続価値の算定に使用する成長率
（1.3％）は、各国経済の潜在成長率等を総合的に勘案して決定しております。当社は市場もしくは国の長
期平均成長率を超過する成長率は用いておりません。
なお、減損判定に用いた主要な仮定である将来事業計画における売上収益の成長見込み（特に医療DX

に関する成長見込み）及び将来事業計画の期間経過後の成長率、並びに割引率が合理的に予測可能な範囲
で変化したとしても、経営者は当該資金生成単位において、重要な減損が発生する可能性は低いと判断し
ております。

(d)ヘルスケア・メディカル事業に含まれる株式会社データホライゾン
株式会社データホライゾンの回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値に基づき算定しております。

公正価値は、活発な市場における相場価格に基づいて測定しております。
なお、当連結会計年度において、減損テストの結果、回収可能価額がのれんを含む固定資産の帳簿価額
を下回ったことから、のれんの減損損失2,524百万円を認識しております。
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（2）繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産（純額） 830百万円
繰延税金負債と相殺前の金額は、8,841百万円であります。

② その他見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異又は繰越欠損金に関して将来課税所

得に対して利用できる可能性を考慮しております。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、予定さ
れる将来減算一時差異の解消、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。
将来の課税所得の見積りは、将来の売上収益の成長見込み等の仮定を含めた事業計画を基礎としており

ます。
当該仮定の変化により、翌連結会計年度における繰延税金資産や繰延税金負債の金額に重要な影響を及

ぼす可能性があります。

（3）活発な市場における市場価格が存在しない公正価値で測定する金融資産の評価技法
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
活発な市場における市場価格が存在しない公正価値で測定する金融資産 16,294百万円

② その他見積りの内容に関する理解に資する情報
「７．金融商品に関する注記」をご参照ください。

４．連結財政状態計算書に関する注記
１ 資産から直接控除した貸倒引当金

売掛金及びその他の短期債権 221百万円
その他の長期金融資産 2百万円

２ 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額
4,248百万円

３ 使用権資産の減価償却累計額及び減損損失累計額
24,550百万円
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５．連結損益計算書に関する注記
（資産の減損）
当社グループは、減損損失を認識し、連結損益計算書の「その他の費用」に計上しております。
減損損失の内訳は、以下のとおりであります。

種類 金額（百万円)
その他の流動資産
前渡金 △122
有形固定資産
工具、器具及び備品 △1
のれん △3,202
無形資産
ソフトウェア △949
商標権 △0
その他 △4
その他の非流動資産
長期前払費用 △109

合計 △4,389

当社グループは、独立したキャッシュ・フローが識別できる最小単位でグルーピングを行っております。
なお、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングしております。将来キャッシュ・フローは、将来
の予測に関する経営者の評価と過去実績に基づき、外部情報及び内部情報を使用して見積もっております。

以下の資金生成単位におけるのれんについて、減損テストを実施しております。
(a)ヘルスケア・メディカル事業に含まれる株式会社データホライゾン
回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値に基づき算定しております。公正価値は、活発な市場におけ

る相場価格に基づいて測定しております。
減損テストの結果、回収可能価額がのれんを含む固定資産の帳簿価額を下回ったことから、減損損失

2,524百万円（のれん）を認識しております。

(b)ヘルスケア・メディカル事業に含まれる個別に重要でない資金生成単位
収益性の低下に伴い回収可能価額がのれんを含む固定資産の帳簿価額を下回ったことから、減損損失739

百万円（のれん678百万円等）を認識しております。

2025年05月22日 13時57分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



― 26 ―

６．連結持分変動計算書に関する注記
１ 発行済株式の総数

普通株式 122,145,545株
２ 剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額

2024年６月23日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
株式の種類 普通株式
配当の原資 利益剰余金
配当金の総額 2,227百万円
１株当たり配当額 20円
基準日 2024年３月31日
効力発生日 2024年６月24日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2025年６月21日の定時株主総会において、次の議案を付議する予定であります。
株式の種類 普通株式
配当の原資 利益剰余金
配当金の総額 7,241百万円
１株当たり配当額 65円
基準日 2025年３月31日
効力発生日 2025年６月23日

３ 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式
の種類及び数
普通株式 628,796株
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７．金融商品に関する注記
１ 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、事業の競争力を維持・強化することによる持続的な成長を実現するために、恒常的に
設備投資を必要としております。また事業規模の拡大と収益源の多様化を進めるために新サービスないし
新規事業に取り組んでおります。これらの資金需要は手元資金で賄うことを基本とし、必要に応じて資金
調達を実施いたします。
経営活動を行う過程において、常に財務上のリスクが発生します。当社グループは、当該財務上のリス

クを軽減するために、リスク管理を行っております。リスク発生要因の根本からの発生を防止し、回避で
きないリスクについてはその低減を図るようにしております。
当社グループの方針として投機目的のデリバティブ取引及び株式等の取引は行っておりません。会社に

より一時的な資金不足に対応するため、銀行借入を行うことがあります。
当社グループの主な為替リスクは、当社における海外取引先との決済を目的とした米国ドル建の外貨預

金に関するものであります。従って、当社グループの為替リスクは主に当社に帰属します。当該為替リス
クを低減するために、当社は一部為替予約取引を利用するほか、為替相場の継続的なモニタリング等を行
っております。
当社グループは、取引先の与信枠を定期的に見直し、信用エクスポージャーを当該枠内で適切に管理し

ております。当社は営業債権について、与信管理の方針に従い、各事業部門における営業管理担当部署が
主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回
収遅延債権については、個別に把握及び対応を行う体制となっております。連結子会社についても、当社
の与信管理の方針に準じて、同様の管理を行っております。
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより

確保しており、一部の会社に関してのみ短期的な資金需要に対応するため、借入金による資金調達を行っ
ております。
当社グループは、業務上の関係を有する企業の上場株式を保有しており、資本性金融商品の価格変動リ

スクに晒されております。資本性金融商品については、定期的に時価や発行体の財政状況を把握しており
ます。
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２ 金融商品の公正価値等に関する事項
連結財政状態計算書計上額、公正価値及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）
連結財政状態計算書
計上額（＊） 公正価値（＊） 差額

（1） 現金及び現金同等物 92,803 92,803 −
（2） 売掛金及びその他の短期

債権 44,543 44,543 −
（3） その他の金融資産 108,759 108,759 −
（4） 買掛金及びその他の短期

債務 (23,609) (23,609) −
（5） 借入金 (36,149) (36,063) △86
（6） その他の金融負債 (1,469) (1,469) −
（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。
（注） 公正価値の測定方法

金融資産及び金融負債の公正価値は、以下のとおり決定しております。金融商品の公正価値の
見積りにおいて、市場価格が入手できる場合は、市場価格を用いております。市場価格が入手で
きない金融商品の公正価値に関しては、将来キャッシュ・フローを割り引く方法またはその他の
適切な評価方法により見積っております。

（1） 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物に含まれる短期投資については、満期までの期間が短期であるため帳簿価

額と公正価値はほぼ同額であります。
（2） 売掛金及びその他の短期債権、（4） 買掛金及びその他の短期債務

当社グループの債権債務は、主として短期間で決済または納付される金融商品であるため帳簿
価額と公正価値がほぼ同額であります。

（3） その他の金融資産
市場性のある有価証券の公正価値は市場価格を用いて見積っております。その他の投資は、非

上場会社の発行する普通株式及び投資事業組合等への出資を含んでおります。非上場普通株式等
は割引将来キャッシュ・フロー、収益、利益性及び純資産に基づく評価モデル及びその他の評価
方法により、公正価値を算定しております。

（5） 借入金
借入金は変動金利によるものは短期間で市場金利を反映しており、また、当社グループの信用

状態に借入後大きな変動はないと考えられることから、帳簿価額を公正価値とみなしております。
固定金利による借入金は、元利金の合計金額を当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した
利率で割り引く方法により、公正価値を見積っております。

（6） その他の金融負債
当社グループの債務は、主として短期間で決済されるため帳簿価額と公正価値はほぼ同額であ

ります。
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３ 金融商品の公正価値等の区分ごとの内訳等に関する事項
下記は、公正価値のレベル１からレベル３までの公正価値ヒエラルキーに基づく分類を示しております。
レベル１―活発な市場における同一資産・負債の市場価格
レベル２―直接又は間接的に観察可能な、公表価格以外の価格で構成されたインプット
レベル３―観察不能な価格を含むインプット
公正価値の測定に使用される公正価値の階層のレベルは、公正価値の測定の重要なインプットのうち、最

も低いレベルにより決定しております。
（１）償却原価で測定する金融商品

償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値ヒエラルキーは、以下のとおりであります。
(単位：百万円)

帳簿価額
公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
償却原価で測定する金融負債
借入金 36,149 − 36,063 − 36,063
（注）借入金を除く短期間で決済される償却原価で測定する金融資産及び金融負債は、公正価値は帳簿価額

に近似しているため、注記を省略しております。
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（２）公正価値で測定する金融商品
公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは、以下のとおりであります。

(単位：百万円)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産
出資金 − − 4,486 4,486

株式 − − 11,606 11,606
純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産合計 − − 16,092 16,092
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
株式 89,460 − 202 89,661

ヘッジ指定されたデリバティブ資産 − 0 − 0
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産合計 89,460 0 202 89,662

合計 89,460 0 16,294 105,754
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融負債
ヘッジ指定されたデリバティブ負債 − 28 − 28
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融負債合計 − 28 − 28

合計 − 28 − 28
（注）デリバティブ取引に関する金融商品の公正価値は、取引先の金融機関から提示された価格を参照して

算定しており、レベル２に分類しております。
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レベル３に分類された金融商品に係る期首残高から期末残高への調整は、以下のとおりであります。
(単位：百万円)

純損益を通じて
公正価値で測定する金融資産

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産

期首残高 15,976 202

購入 1,640 −

利得及び損失

純損益 △783 −

その他の包括利益 − −

売却 △512 −

その他 △228 −

期末残高 16,092 202
期末に保有する金融商品に関し、
純損益として認識された利得又は
損失(△)(純額)

△783 −

（注）当連結会計年度において、レベル１、２及び３の間の振替はありません。

上記の金融商品に関し、純損益に認識された利得及び損失は、連結損益計算書の「金融収益」及び
「金融費用」に含まれております。
レベル３に分類された有価証券及びその他の金融資産は、将来キャッシュ・フロー、収益、利益性及

び純資産に基づく評価モデル及びその他の評価方法により、公正価値を算定しております。
非上場株式の公正価値の測定は、所定のルールに従って投資部門から独立した管理部門により行われ

ております。公正価値を測定するにあたり、個々の資産の性質、特徴並びにリスクを最も適切に反映で
きる評価モデルを決定しております。
評価モデルの採用論拠及び評価過程について、リスクの管理部署である経営企画本部に報告され、公

正価値の評価の方針及び手続に関する適正性が確保されております。
レベル３に分類された有価証券及びその他の金融商品について、インプットがそれぞれ合理的に考え

得る代替的な仮定に変更した場合の公正価値の増減は重要ではありません。
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８．収益認識に関する注記
１ 売上収益の分解

（単位：百万円）
セグメント区分 売上収益の主要な区分 金額

ゲーム事業
アイテム等の販売に係る売上収益 75,043
その他 2,939

計 77,982
ライブストリーミング事業 アイテムの販売に係る売上収益 40,562

スポーツ事業
プロスポーツ興行に係る売上収益 27,592
その他 3,520

計 31,113

ヘルスケア・メディカル事業
ヘルスケア領域における売上収益 4,835
メディカル領域における売上収益 5,898

計 10,733
新規事業・その他 ― 3,607

合計 163,997
（注） 売上収益の主要な区分に係る履行義務は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事

項に関する注記等 ４．会計方針に関する事項 （８）収益」で記載しております。また、顧客と
の契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はありません。
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２ 契約残高
（単位：百万円）
金額

顧客との契約から生じた債権 44,573
契約負債 12,943

（注）１ 履行義務は概ね１年以内に充足されます。そのため、当社グループはIFRS第15号で認められている
実務上の便法を適用し、これらの未充足の履行義務に配分した取引価格を開示しておりません。

２ 契約負債は主にゲーム事業、スポーツ事業及びヘルスケア・メディカル事業から生じております。
ゲーム事業において認識された契約負債は、主にユーザから課金された対価であり、ユーザが有料
のアイテム等を取得し利用することで、当社グループの履行義務が充足されユーザに対する役務提
供に係る売上収益に振り替わります。
スポーツ事業において認識された契約負債は、主に広告収入に係る前受金であり、選手ユニフォー
ム又は主催試合会場に広告主から依頼のあった広告を掲載することで、当社グループの履行義務が
充足され広告に係る売上収益に振り替わります。
ヘルスケア・メディカル事業において認識された契約負債は、主に「Join」等のサービスに係る前
受金であり、契約期間にわたりサービスを提供することで当社グループの履行義務が充足され
「Join」等のサービスに係る売上収益に振り替わります。

３ 当連結会計年度において認識した収益のうち、期首現在の契約負債に含まれていたものは
11,706百万円であります。

４ 契約負債は、連結財政状態計算書の「その他の流動負債」に含まれております。

９．１株当たり情報に関する注記
１ １株当たり親会社所有者帰属持分 2,163円71銭
２ 基本的１株当たり当期利益 217円24銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

2024 年 ４ 月 １ 日 残 高 10,397 10,382 − 10,382 113,390 113,390
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 − − − − △2,227 △2,227
当 期 純 利 益 − − − − 22,354 22,354
自 己 株 式 の 取 得 − − − − − −
自 己 株 式 の 処 分 − − 20 20 − −
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） − − − − − −

当 期 変 動 額 合 計 − − 20 20 20,127 20,127
2025 年 ３ 月 31 日 残 高 10,397 10,382 20 10,403 133,517 133,517

株主資本 評価・換算差額等
新株
予約権 純資産合計自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッ
ジ損益

評価・換算
差額等合計

2024 年 ４ 月 １ 日 残 高 △20,757 113,412 42,892 − 42,892 815 157,119
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 − △2,227 − − − − △2,227
当 期 純 利 益 − 22,354 − − − − 22,354
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 − − − − △0
自 己 株 式 の 処 分 104 124 − − − − 124
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） − − 10,674 △15 10,660 △118 10,542

当 期 変 動 額 合 計 104 20,251 10,674 △15 10,660 △118 30,793
2025 年 ３ 月 31 日 残 高 △20,653 133,663 53,566 △15 53,552 697 187,913
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
１ 資産の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法による原価法を採用しております。
（2）そ の 他 有 価 証 券
① 市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。
② 市場価格のない株式等……国内非上場株式：移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業組合等：投資事業組合等の事業年度の財務諸表に基づいて、組合
等の純損益を出資持分割合に応じて、投資有価証券、営
業外損益（投資事業組合運用損益）として計上しており
ます。

（3） デリバティブ取引により生じる
債権及び債務の評価法 …………… 時価法を採用しております。

２ 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）：定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
・建物 ：３年〜18年
・工具、器具及び備品 ：２年〜15年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）：定額法を採用しております。
なお、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売収益に基づく償却方法（見込有効期間２年

以内）を採用しております。また、自社利用のソフトウェアについては、将来の利用可能期間を見積
り、当社が合理的と判断した以下の耐用年数による定額法を採用しております。
・ウェブを利用したサービス提供に係るもの ：２年
・その他 ：５年

（3）リース資産：
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３ 引当金の計上基準
（1） 貸 倒 引 当 金 ：債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。

（2） 賞 与 引 当 金 ：従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見
合う分を計上しております。
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４ 収益の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用しており、約
束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込ま
れる金額で収益を認識することとしております。なお、収益を理解するための基本となる情報について
は、連結注記表「１．連結計算書類の作成のための基礎となる重要な事項に関する注記等 ４ 会計方
針に関する事項 （8）収益」に記載した、「①ゲーム事業におけるアイテム等の販売に係る売上収益」
及び「②ライブストリーミング事業におけるアイテムの販売に係る売上収益」と同一の内容となってい
るため、注記を省略しております。

５ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建債権債務等

（3）ヘッジ方針
為替変動に伴うキャッシュ・フロー変動リスクのヘッジを目的として行っております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段がヘッジ対象期間において関連するヘッジ対象の公正価値やキャッシュ・フローの

変動に対して高度に相殺効果を有すると見込まれるかについて、ヘッジ開始時とともに、その後
も継続的に評価を実施しております。

２．表示方法の変更に関する注記
前事業年度において有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「建設仮勘定」は、重要性が高
くなったため、当事業年度において区分掲記しております。
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３. 会計上の見積りに関する注記
計算書類の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響

を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っております。会計上の見積りの結果は、実際の結果とは異な
る場合があります。見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しに
よる影響は、その見積りを見直した事業年度と将来の事業年度において認識されます。翌事業年度におい
て資産や負債の帳簿価額に重要な修正を加えることにつながる重要なリスクを伴う見積り及びその基礎と
なる仮定は以下のとおりであります。

（関係会社株式（株式会社IRIAM）の評価）
（1） 当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 51,854百万円
このうち、株式会社IRIAMの株式は2,859百万円であります。

（2）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
関係会社株式は取得価額をもって貸借対照表価額とし、当該株式の財政状態の悪化により、実質

価額が著しく低下した場合には減損処理を行っております。
株式会社IRIAMの株式については、同社の超過収益力を反映して1株当たり純資産額に比べて高

い価額で取得しているため、超過収益力を反映した実質価額により減損処理の要否の判断を行って
おります。実質価額に超過収益力を反映するにあたっては、取得時の事業計画の達成可能性や市場
環境の変化等を総合的に勘案して超過収益力の減少の有無を判断しております。
②主要な仮定
超過収益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無の検討に重要な影響を与える主要な仮定

は、将来の事業計画に含まれる売上高に影響を及ぼす利用者数であります。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
主要な仮定である売上高には不確実性があり、市場環境の変化等により、前提とした条件や仮定

に変更が生じた場合、当該株式の減損処理が必要となる可能性があります。

（関係会社株式（株式会社アルム）の評価）
（1） 当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 51,854百万円
このうち、株式会社アルムの株式は25,323百万円であります。

（2）その他見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
関係会社株式は取得価額をもって貸借対照表価額とし、当該株式の財政状態の悪化により、実質

価額が著しく低下した場合には減損処理を行っております。
株式会社アルムの株式については、同社の超過収益力を反映して1株当たり純資産額に比べて高

い価額で取得しているため、超過収益力を反映した実質価額により減損処理の要否の判断を行って
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おります。実質価額に超過収益力を反映するにあたっては、取得時の事業計画の達成可能性や市場
環境の変化等を総合的に勘案して超過収益力の減少の有無を判断しております。
②主要な仮定
超過収益力の減少に基づく実質価額の著しい低下の有無の検討に重要な影響を与える主要な仮定

は、将来の事業計画に含まれる売上高の成長見込みであります。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
主要な仮定である売上高には不確実性があり、市場環境の変化等により、前提とした条件や仮定

に変更が生じた場合、当該株式の減損処理が必要となる可能性があります。

４．貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権・金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 3,978百万円
長期金銭債権 838百万円
短期金銭債務 6,355百万円

５．損益計算書に関する注記
１ 関係会社との取引

営業取引 売上高 15,852百万円
売上原価 2,512百万円
販売費及び一般管理費 3,672百万円

営業取引以外の取引 営業外収益 100百万円
営業外費用 90百万円

２ 関係会社株式評価損
当社連結子会社である株式会社データホライゾン等の株式に係る評価損であります。

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数は、10,746,088株となっております。

７．税効果会計に関する注記
１ 繰延税金資産の発生の主な原因

関係会社株式評価損、貸倒引当金の繰入超過額等（評価性引当額控除前）であります。

２ 繰延税金負債の発生の主な原因
その他有価証券評価差額金等であります。
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

種類 会社等の名称
議決権等
の所有（被
所有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

子会社 WAPTX LTD.
（所有）
直接

100.0％
− 資金の貸付

※1 −
関係会社
長期貸付金
※2

4,351

子会社 株式会社横浜DeNA
ベイスターズ

（所有）
直接
97.7％

役員の兼任

資金の預り
※3 4,383 CMS預り金 4,383

資金の回収 4,987 関係会社
長期貸付金 −

子会社 株式会社横浜スタジアム
（所有）
間接
76.9％

役員の兼任 資金の預り
※3 8,660 CMS預り金 8,660

子会社 株式会社IRIAM
（所有）
直接

100.0％
−

資金の貸付
※3 3,949

関係会社
短期貸付金 3,279

資金の回収 4,000

子会社 株式会社アルム
（所有）
直接
52.3％

役員の兼任

資金の貸付
※3 5,844

関係会社
短期貸付金 3,664

資金の回収 4,680

子会社 DeSCヘルスケア株式会社
（所有）
間接
95.0％

−

資金の貸付
※1

3,500
関係会社
長期貸付金
※2

2,300

資金の回収 2,300

（注）※1 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。
※2 当事業年度において貸倒引当金を5,689百万円、貸倒引当金繰入額を1,275百万円計上しております。
※3 グループ内資金の円滑運用のためにCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入しておりま

す。金利は市場金利を勘案して決定しており、なお、取引金額においては純額で表示しております。
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９．１株当たり情報に関する注記
１ １株当たり純資産額 1,680円58銭
２ １株当たり当期純利益 200円73銭

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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